
五
二
二 

二
八
一 

二
八
〇 

一
一
四 

九
七 

一
一 

頁 

三
段
目 

左
か

ら
八
行
目 

上
段 

右 

下
段 

左 

一
段
目 

左
か

ら
九
行
目 

一
段
目 

左
か

ら
十
四
行
目 

一
段
目 

右
か

ら
五
～
九
行
目 

 

該
当
箇
所 

契
約
を
押
印
す
る
必
要
が
あ
る
。 

様
式
第
三
号
の
九
（
第
十
三
条
の
十
六
関
係
） 

様
式
第
三
号
の
八
（
第
十
八
条
の
十
三
関
係
） 

国
土
交
通
省
令 

国
土
交
通
省
令 

誤 

契
印
を
押
印
す
る
必
要
が
あ
る
。 

様
式
第
三
号
の
九
（
第
十
三
条
の
十
七
関
係
） 

様
式
第
三
号
の
八
（
第
十
条
の
十
三
関
係
） 

国
土
交
通
省
令
・
内
閣
府
令 

国
土
交
通
省
令
・
内
閣
府
令 

「
又
は
免
許
申
請
書
若
し
く
は
そ
の
添
付
書
類
中
に
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
の
記
載
が
あ
り
、
若
し
く
は
重
要
な
事
実

の
記
載
が
欠
け
て
い
る
場
合
」
を
削
除 

正 

「
宅
地
建
物
取
引
業
法
関
係
法
令
集 

改
訂
第
14
版
」（
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
九
日
発
行
） 

  

大
変
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
左
記
の
通
り
記
述
に
誤
り
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
詫
び
し
て
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。（
太
字
が
訂
正
箇
所
で
す
）

正 

誤 

表 

（
平
成
二
十
四
年
一
月
六
日
現
在
） 

以
上 

 


